
世田谷区社会福祉協議会苦情解決の仕組み 
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本会事業の利用者  等 (規程第 2 条、 3 条 ) 

苦情解決責任者（常務理事）(規程第 6条) 

苦情解決責任者から委任を受けた管理職 

(規程第 6条第 3項) 

苦情受付担当者（各職場）(規程第 8条) 

苦情解決委員会(規程第 10 条) 
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